
業務委託一者特命随意契約結果一覧（令和5年1月～3月契約分）

◆年額、月額、単価、割合等で契約している場合は、契約金額欄には予定総額を掲載しています。（№12,23,30を除く。）

※令和5年11月30日、55番を追加しました。

番号 業務委託の名称 契約相手方の名称 契約日 契約金額(円) 随意契約の理由 根拠法令等 担当課（施設）

1
例規システム及び例規データ
更新業務等委託等

株式会社ぎょうせい R5.3.29 26,127,200

例規はその性質上誤りが許されないものであ
るため、これまで積み重ねてきた例規の正確
性を維持しつつ、本市が求めるサービスを令
和５年度以降も継続して提供できる事業者
は、同社以外に存在しないため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

総務部政策法務課
（電話：053-457-2250）

2
令和５年度ケーブルテレビ広
報番組等制作業務

株式会社シーピーエス R5.3.17 9,756,991

価格競争による選定はなじまないことから広
く公募によるプロポーザルを行い、最も優れ
た業者と契約することが最善と判断したた
め。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

企画調整部広聴広報課
（電話：053-457-2021  ）

3
令和４年度マイナンバーカー
ド取得促進の周知はがきの作
成及び発送業務

トッパン・フォームズ
株式会社　浜松営業所

R5.1.16 6,088,280

マイナポイント第2弾の再延長が12/20に発表
され、マイナポイント第２弾の対象となる
カードの申請期限を「令和４年 12 月末」か
ら「令和５年２月末」へ延長する旨の連絡が
あった。2月末までの取得促進の取り組みとし
て2月上旬に勧奨通知を発送する必要がある
が、契約から発送までに、対象者抽出、勧奨
通知デザイン作成、校正、印刷など、3～4週
間程度必要で、緊急的な発注が必要であるた
め.

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第5号

デジタル・スマートシティ推
進部
デジタル・スマートシティ推
進課
（電話：053-457-2454）
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番号 業務委託の名称 契約相手方の名称 契約日 契約金額(円) 随意契約の理由 根拠法令等 担当課（施設）

4
区役所窓口受付システム移設
設置業務委託

グローリー株式会社
静岡営業所

R5.2.3 4,998,730

各区役所に既設の窓口受付システムについ
て、移設・増設後に正常な機能を維持するよ
う周辺機器の設定や動作確認等を行うことが
できるのは、システムの著作権等の排他的権
利に関連し当該権利を有する株式会社グロー
リーでなければ契約の目的を達成できないた
め。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

デジタル・スマートシティ推
進部
デジタル・スマートシティ推
進課
（電話：053-457-2454）

5
令和５年３月マイナポイント
事業運営支援業務

株式会社東海道シグマ
浜松支店

R5.2.17 9,483,870

本事業は令和5年2月28日までの申請期限に合
わせて現在実施しているマイナポイント支援
事業を、国のマイナポイント申請期限の延長
により延長して実施するものである。マイナ
ポイント支援事業は国が実施しているもので
あるが、住民への支援は自治体でも行うよう
国から通知されており、マイナポイント申込
期限までは継続して実施していく必要があ
る。現在3月のマイナポイント申込期限延長は
正式に発表されていないが、総務省資料等か
ら3月も延長される見込みであることがわかっ
たため事業実施を計画したが、人員や機材等
の準備を含め3月1日以降も継続して事業を実
施できるのは、現在マイナポイント事業を受
託している株式会社東海道シグマだけである
ため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

デジタル・スマートシティ推
進部
デジタル・スマートシティ推
進課
（電話：053-457-2454）

6
令和4年度　マイナンバー
カード交付関係事務等業務委
託

株式会社東海道シグマ
浜松支店

R5.2.27 8,332,830

本事業は国の第2弾マイナポイント事業のカー
ド申請期限の延長及びマイナポイント申請期
限が、2/17に5月末までに延長されたことによ
り、住民異動が多い年度末にかけてマイナン
バーカードの交付申請が集中するため、早急
に体制整備を行う必要がある。そこで、マイ
ナンバーカード交付関係事務補助及びマイナ
ンバーカード申請サポートを業務委託で実施
し、交付事務の円滑化・市民サービスの向上
をはかることとする。ポイント申請期限が発
表された2/17からの調整で、3/1からの本業務
を実施できるのは、現在マイナンバーカード
申請サポート業務やマイナポイント支援業務
の両方を唯一受託しており、短期間で業務準
備が可能な株式会社東海道シグマのみである
ため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

デジタル・スマートシティ推
進部
デジタル・スマートシティ推
進課
（電話：053-457-2454）
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番号 業務委託の名称 契約相手方の名称 契約日 契約金額(円) 随意契約の理由 根拠法令等 担当課（施設）

7
令和４年度ＰＡＣファイル用
Ｗｅｂサーバ構築運用業務

日本電気株式会社　浜
松支店

R5.1.4 1,358,500

現在の浜松市のネットワーク構築は平成29年
度に日本電気が行ったものであり、日本電気
が独自にカスタマイズした著作物（プログラ
ム等）のため、そのネットワーク構成に対し
て構築する業務は他の事業者では不可能なた
め。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

デジタル・スマートシティ推
進部　情報システム課
（電話：053-457-2723）

8
令和4年度　浜松市役所本庁
舎駐車場交通誘導警備業務

タイムズサービス株式
会社　業務推進本部

R5.1.4 7,047,700

業務遂行に必要な本庁舎駐車場の精算機等機
器の操作、満空管理設定、出入口ゲートの開
閉作業が、現在本庁舎駐車場を運営（貸付契
約により）しているタイムズ24株式会社のグ
ループ会社で警備業の認定を有するタイムズ
サービス株式会社しかできないため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

財務部アセットマネジメント
推進課
（電話：053-457-2278）

9
令和４年度　収納管理システ
ム等改善調査業務

日本電気株式会社　浜
松支店

R5.2.1 1,353,000

現行の浜松市税の収納管理システム及び業務
共通システムは、日本電気株式会社のパッ
ケージシステムであり、プログラム等に係る
著作権等は同社が保有し、同社以外に改善業
務を行えないため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

財務部　税務総務課
（電話：053-457-2261）

10
浜松市男女共同参画推進講座
開催・相談等業務委託

特定非営利活動法人浜
松男女共同参画推進協
会

R5.3.1 83,190,000

業務の質の向上を図り、限られた予算額で効
果的に事業を実施するため、公募型プロポー
ザル方式によって参加者の企画提案能力を審
査し、当該事業者が本業務に最適な者である
と判断したことによるもの。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

市民部ＵＤ・男女共同参画課
（電話：053-457-2561）
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番号 業務委託の名称 契約相手方の名称 契約日 契約金額(円) 随意契約の理由 根拠法令等 担当課（施設）

11
令和4年度　アクトシティ浜
松Dゾーン構造等調査業務委
託

株式会社日本設計 R5.1.10 2,750,000

指名業者は、本施設の建設当時に設計・管理
を行っており、既存建物の構造について熟知
しているため、本業務に係る事前調査等の業
務・人工を大幅に圧縮できる。市場調査を
行った結果、仕様に定める業務期間内に業務
を完了できる能力を持つ業者は指名業者のみ
であったため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

市民部創造都市・文化振興課
（電話：053-457-2417）

12
令和5年度浜松市生活困窮者
自立支援事業委託

社会福祉法人聖隷福祉
事業団

R5.3.24

（総価）
17,899,980
（単価）
1,599.4
※一時生活支援
事業における１
日１人あたりの
入所者利用料

受託者の窓口配置・専門員配置に関する計画
や各事業の支援手法等を判断する必要がある
ことから、公募型プロポーザル方式とした。
参加申出のあった事業者からの企画提案につ
いて、提案内容評価委員会を開催して企画提
案内容の審査・評価を行った結果、指名業者
を最適事業者と特定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

健康福祉部福祉総務課
（電話：053-457-2032）

13
令和5年度浜松市自立相談支
援事業委託

社会福祉法人天竜厚生
会

R5.3.24 32,888,000

受託者の窓口配置・専門員配置に関する計画
や各事業の支援手法等を判断する必要がある
ことから、公募型プロポーザル方式とした。
参加申出のあった事業者からの企画提案につ
いて、提案内容評価委員会を開催して企画提
案内容の審査・評価を行った結果、指名業者
を最適事業者と特定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

健康福祉部福祉総務課
（電話：053-457-2032）

14
保育所等巡回支援事業業務委
託

社会福祉法人ひかりの
園

R5.3.30 26,724,000

プロポーザルによる仕様で実施している事業
者へ追加すること、要綱にて金額が定められ
ていることから、競争に適さないため、随意
契約（一者特命）とする。契約相手方となる
児童発達支援センターは地域支援として関係
機関との連携など中核機関の役割を担うが、
「地域」とは「浜松市内」を指すものであ
り、市内の児童発達支援センターのうち、現
契約の相手方以外で契約可能な相手方は当該
法人以外にないため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

健康福祉部障害保健福祉課
（電話：053-457-2034）
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番号 業務委託の名称 契約相手方の名称 契約日 契約金額(円) 随意契約の理由 根拠法令等 担当課（施設）

15 浜松市日中一時支援事業
社会福祉法人聖隷福祉
事業団

R5.2.20 64,361,000

浜松市の日中一時支援事業実施要綱に基づき
浜松市地域生活支援事業（日中一時支援事
業）実施施設・事業者台帳に登載され、本市
と契約を希望すれば、全ての事業者と委託契
約を締結することから、競争入札に適さない
ため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

健康福祉部障害保健福祉課
（電話：053-457-2034）

16 浜松市日中一時支援事業
一般社団法人浜松児童
福祉会

R5.3.11 64,361,000

浜松市の日中一時支援事業実施要綱に基づき
浜松市地域生活支援事業（日中一時支援事
業）実施施設・事業者台帳に登載され、本市
と契約を希望すれば、全ての事業者と委託契
約を締結することから、競争入札に適さない
ため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

健康福祉部障害保健福祉課
（電話：053-457-2034）

17
令和４年度浜松市後期高齢者
医療システム等改善調査業務
委託

日本電気株式会社
浜松支店

R5.2.1 1,496,000

浜松市後期高齢者医療システムは、日本電気
株式会社のパッケージソフトを利用してお
り、ソフト著作権の点から開発事業者以外が
システムの運用保守を行うことができないた
め。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

健康福祉部国保年金課
（電話：053-457-2889）

18
浜松医療センター新病院整備
事業医療機器等移設計画策定
支援業務委託

アイテック株式会社 R5.3.30 4,345,000

本業者は、多くの大規模病院の医療コンサル
タントを実施した実績があることに加え、現
在、浜松市医療公社から浜松医療センターの
医療機器導入に関する業務委託を受託し、現
在院内にある医療機器等及び今後導入される
医療機器等について精通しているため。

地方公営企業法施
行令第21条の14第
1項第2号

健康福祉部病院管理課
（電話：053-451-2707）
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番号 業務委託の名称 契約相手方の名称 契約日 契約金額(円) 随意契約の理由 根拠法令等 担当課（施設）

19
保健総合管理システム機能改
修（出産・子育て応援交付金
対応）業務

日本コンピュータ株式
会社

R5.2.17 3,960,000

開発業者以外では、現行システムの解析に時
間と費用がかかり迅速な対応が困難である。
保守・改修後における運用の安全性、信頼性
を維持するためには、開発業者以外ではでき
ない。また、ソフトの著作権の点からも開発
業者以外では対応が難しい。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

健康福祉部　健康増進課
(電話：053-453-6117）

20
児童福祉システム入力等業務
委託

株式会社東海道シグマ
浜松支店

R5.2.27 43,857,000
公募型プロポーザル方式によって参加者を審
査したうえで、当該業者が本事業に最適な者
であると判断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

こども家庭部子育て支援課
（電話：053-457-2792）

21
令和５年度　生物多様性はま
まつ戦略２０２４作成業務

株式会社　環境アセス
メントセンター　浜松
事務所

R5.3.31 5,951,000

公募型プロポーザル方式を採用し、提案内容
を比較検討することで、業務の質の向上を図
り、限られた予算額で効果的に事業を実施す
るため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

環境部環境政策課
（電話：053-453-6149）

22
令和４年度浜松市西部清掃工
場更新に係るアドバイザリー
業務

パシフィックコンサル
タンツ株式会社　静岡
事務所

R5.2.27 35,530,000

業務内容が技術的に高度かつ専門的な内容で
あるため、企画提案書等の提出により、最も
優れた提案をしたものと契約できる公募型プ
ロポーザル方式を選択した。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

環境部廃棄物処理課
（電話：053-453-6196）
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番号 業務委託の名称 契約相手方の名称 契約日 契約金額(円) 随意契約の理由 根拠法令等 担当課（施設）

23
浜松市小型自動車競走事業包
括的委託業務〔基本契約〕

日本トーター株式会社 R5.3.15

小型自動車競走
法（昭和25年法
律第208号）第5
条の規定に基づ
く事業実施事務
委託に要する経
費

公営競技を受託できる限られる事業者のう
ち、本市が求める収益保証率を確保した上
で、円滑に業務運営できるのは当該事業者し
かいないため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部産業振興課公営競技室
（電話：053-471-0066）

24
浜松市営小型自動車競走山陽
小型自動車競走場借上ミッド
ナイト開催運営等業務

株式会社ＪＰＦ R5.2.1 21,250,240

株式会社ＪＰＦは、山陽小野田市と包括的民
間委託契約を締結し、山陽小型自動車競走場
において勝車投票券の発売、施設・資機材の
管理及びメディア宣伝広告等、オートレース
開催運営等に係る業務を全般的に実施してい
る事業者である。当市が山陽小型自動車競走
場を一時的に借り上げてミッドナイトレース
を開催するためには、当該事業者と開催運営
等に係る契約を締結しなければならないた
め。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部産業振興課公営競技室
（電話：053-471-0066）

25
浜松市営小型自動車競走山陽
小型自動車競走場借上ミッド
ナイト開催実施事務

一般財団法人西日本小
型自動車競走会

R5.2.1 14,192,500

一般財団法人西日本小型自動車競走会は、山
陽小型自動車競走場でオートレースを実施す
るために設立された団体であり、小型自動車
競走法第４２条第一項により、国から小型自
動車競走の審判、選手管理、番組編成、検
車、選手費用補償等の競走実施業務を行う競
走実施法人として指定されている。山陽小野
田市と契約を締結し、山陽小型自動車競走場
施設及び備品等の使用許可を受け、自前の資
機材を持ち込み競走実施事務業務を行ってい
ることから、当該団体と契約しなければ、当
市が山陽小型自動車競走場を借り上げてミッ
ドナイトレースを開催することができないた
め。

地方自治法施行
令第167条の2第1
項第2号

産業部産業振興課公営競技室
（053-174-0066）

26
デジタルマーケティング推進
事業

株式会社D2C X R5.2.20 24,200,000

本業務は、専門的な知識や経験を必要とする
業務であることから、公募型プロポーザル方
式によって参加者の企画提案能力等を審査
し、当該業者が本業務に最適な者であると判
断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）
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27
海外向けSNSプロモーション
業務

株式会社IGLOOO R5.2.20 5,499,208

本業務は、専門的な知識や経験を必要とする
業務であることから、公募型プロポーザル方
式によって参加者の企画提案能力等を審査
し、当該業者が本業務に最適な者であると判
断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）

28
令和5年度ビジットハママツ
推進事業

株式会社ジェイアール
東海エージェンシー

R5.2.20 3,300,000

本業務は、専門的な知識や経験を必要とする
業務であることから、公募型プロポーザル方
式によって参加者の企画提案能力等を審査
し、当該業者が本業務に最適な者であると判
断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）

29 デジタルプロモーション業務
株式会社ジェイアール
東日本企画

R5.2.14 15,192,100

本業務は、専門的な知識や経験を必要とする
業務であることから、公募型プロポーザル方
式によって参加者の企画提案能力等を審査
し、当該業者が本業務に最適な者であると判
断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）

30
１億円宿泊代還元キャンペー
ン業務

株式会社ＪＴＢ　浜松
支社

R5.2.6

（１） 還元
クーポン原資
上限：金　１０
０，０００，０
００円（非課
税）
（２） 還元
クーポン原資以
外に要する経費
上限：金　　２
９，９９９，９
８１円（税込）

本業務は、専門的な知識や経験を必要とする
業務であることから、公募型プロポーザル方
式によって参加者の企画提案能力等を審査
し、当該業者が本業務に最適な者であると判
断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）
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31
NHK大河ドラマ「どうする家
康」パネル展／トークショー
運営業務委託

一般財団法人ＮＨＫ
サービスセンター

R5.1.27 3,121,800

本イベントはNHKサービスセンターが権利を有
するパネルの設置や、トークショーに出演す
るキャスト調整が必要であり、それには公共
放送の番組の広報宣伝のため設立されている
当該業者との契約以外に方法がないため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）

32
「大河ドラマ『どうする家
康』パブリックビューイン
グ」運営業務

株式会社中日アド企画
東海支社

R5.2.1 1,572,274

イベント全体における業務の一元化を目的と
し、本イベントはNHKサービスセンターと連携
して事業を行う必要があり、NHKサービスセン
ターが行う業務の委託先が当該業者であるた
め。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）

33
サービスコンサルティング業
務

日本航空株式会社  総
合政策センター　産学
連携部

R5.3.10 2,002,000

本事業は、本市と日本航空株式会社が締結し
た「ハママツ・ツーリズムプロモーション・
パートナーシップ協定」に基づき、浜松パ
ワーフード学会会員の飲食店等従業員のおも
てなし力の向上のため実施するものである
が、浜松パワーフード学会の事業を熟知し、
本事業の目的を達成することができるのは同
事業者のみであると判断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）

34
ファンドサポート事業運営支
援業務委託

有限責任監査法人トー
マツ

R5.3.3 39,952,000

本業務は専門的な知識や経験を必要とする業
務であることから、公募型プロポーザル方式
によって参加者を審査したうえで、当該業者
が本事業に最適な者であると判断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部スタートアップ推進課
（電話：053-457-2825）
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35

「地域産業×スタートアッ
プ」によるイノベーション創
出促進事業業務委託

パーソルイノベーショ
ン株式会社

R5.3.17 11,997,573

本業務は専門的な知識や経験を必要とする業
務であることから、公募型プロポーザル方式
によって参加者を審査したうえで、当該業者
が本事業に最適な者であると判断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部スタートアップ推進課
（電話：053-457-2825）

36
『出世の街　浜松』ゆかりの
トップシェフ活用イベント業
務

株式会社ＪＴＢ　浜松
支店

R5.1.23 3,832,950

本業務は、専門的な知識や経験を必要とする
業務であることから、公募型プロポーザル方
式によって参加者の企画提案能力等を審査
し、当該業者が本業務に最適な者であると判
断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部農業水産課
（電話：053-457-2334 ）

37
令和４年度農地情報eMAFF
データ移行業務

株式会社フジヤマ R5.1.18 1,419,000

農業振興支援システムは、平成23年度に株式
会社フジヤマの所有するパッケージソフトを
浜松市版に改良し導入され、以来本システム
の保守・運用は株式会社フジヤマが行ってい
る。今回の委託業務は令和4年度中に完了する
必要があり、正確性と共に迅速性が求められ
るため、開発者でありシステムに精通した株
式会社フジヤマに委託する必要がある。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部農業振興課
（電話：053-457-2332 ）

38
令和５年度浜松市中央卸売市
場警備業務

中京警備保障株式会社
浜松営業所

R5.3.24 29,997,000

一般競争入札執行後、落札した業者が契約締
結を辞退した。このため、地方自治法施行令
第167条の2第1項第9号の規定により、一般競
争入札において次点であった業者を本業務の
受託者として選定し、一般競争入札時の落札
金額以下で契約締結したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第9号

産業部中央卸売市場
（電話：053-427-7402）
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39

令和４年度土木防災情報シス
テム運営事業浜松市水位計雨
量計サーバ連携システム設計
業務

理研精工株式会社 R5.3.3 2,475,000

本業務により改修設計する水位計雨量計サー
バ内プログラムは、著作権を理研精工株式会
社が保有し、著作権法27条で定める翻訳権、
翻案権等を有しているため、システムの改修
は他者では行うことができないため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

土木部河川課
（電話：053-457-2452）

40
令和5年度　浜松市地球温暖
化防止活動推進センター業務
委託

一般社団法人　低炭素
住宅推進普及協会

R5.3.15 3,253,000

本業務は、地球温暖化対策の推進に関する法
律に基づき、地球温暖化防止推進センターと
して浜松市が指定した者しか実施できない業
務であり、令和5～7年度にセンターとして指
定を受けている者が1社のみであるため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

カーボンニュートラル推進事
業本部
（電話：053-457-2502）

41
浜松市あおぞら放課後児童会
ほか54放課後児童会　土曜日
開設放課後児童会運営業務

シダックス大新東
ヒューマンサービス株
式会社　中部第二支店

R5.3.7 3,798,000

「土曜日開設放課後児童会」の運営業務は、
別で同一事業者と締結している契約にて開設
している放課後児童会において受け入れるた
め。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育総務課
（電話：053-457-2401）

42
令和5年度　浜松市とよおか
第３放課後児童会運営業務

シダックス大新東
ヒューマンサービス株
式会社　中部第二支店

R5.3.22 6,200,000
豊岡小学校区の既設の放課後児童会の運営受
託者に待機児童対策として新規開設するとよ
おか第3放課後児童会の運営を委託するため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育総務課
（電話：053-457-2401）
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43
浜松市放課後児童会訪問看護
業務委託

おおぞらプランニング
株式会社

R5.3.17 2,948,000

対象児童の健康・安全を最優先に確保するた
め、小児の医療的ケアに精通しており、緊急
時にすぐに駆け付けられる距離にある事業者
の選定が必要なため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育総務課
（電話：053-457-2401）

44
令和５年度浜松市学校ネット
パトロール等業務委託

株式会社ＪＭＣ　営業
１課

R5.3.7 2,163,700
公募型プロポーザル方式により企画提案等の
内容を審査し、当該業者が本業務に最適な者
であると判断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部指導課
（電話：053-457-2411）

45
AI等を活用したいじめリスク
アセスメントアンケート実施
業務

スタンドバイ株式会社
代表取締役　谷山大三
郎

R5.2.2 13,332,000
公募型プロポーザル方式により企画提案等の
内容を評価・採点した結果、当該業者を最適
な事業者と決定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育支援課
（電話：053-457-2428）

46
校外適応指導教室運営業務委
託

特定非営利活動法人は
ままつ子どものこころ
を支える会　代表理事
大嶋　正浩

R5.3.24 69,850,000
公募型プロポーザル方式により企画提案等の
内容を評価・採点した結果、当該業者を最適
な事業者と決定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育支援課
（電話：053-457-2428）
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47 母国語支援等業務委託

特定非営利活動法人浜
松外国人子ども教育支
援協会　理事長　信田
美智子

R5.3.24 3,188,900
公募型プロポーザル方式により企画提案等の
内容を評価・採点した結果、当該業者を最適
な事業者と決定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育支援課
（電話：053-457-2428）

48
日本語・学習支援業務委託
（中・南エリア）

特定非営利活動法人浜
松外国人子ども教育支
援協会　理事長　信田
美智子

R5.3.24 11,632,500
公募型プロポーザル方式により企画提案等の
内容を評価・採点した結果、当該業者を最適
な事業者と決定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育支援課
（電話：053-457-2428）

49
日本語・学習支援業務委託
（西・北エリア）

特定非営利活動法人日
本語教育ボランティア
協会　理事長　河合
世津美

R5.3.24 6,740,870
公募型プロポーザル方式により企画提案等の
内容を評価・採点した結果、当該業者を最適
な事業者と決定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育支援課
（電話：053-457-2428）

50
日本語・学習支援業務委託
（東・浜北・天竜エリア）

特定非営利活動法人浜
松日本語日本文化研究
会　理事長　加藤　庸
子

R5.3.24 8,157,160
公募型プロポーザル方式により企画提案等の
内容を評価・採点した結果、当該業者を最適
な事業者と決定したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育支援課
（電話：053-457-2428）
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51
令和４年度　学齢簿システム
等改善調査業務委託

日本電気株式会社　浜
松支店

R5.2.1 2,354,000

本契約は、行政区の再編、区域及び区名が正
式に決定され、令和６年１月１日をもって現
行の７区から３区へ移行することに伴い、教
育総務課が所管する学齢簿システムについて
業務改善を行うための影響範囲を調査分析す
ることを目的としている。現行システムの改
修に関わる業務であることから、現行システ
ムの保守、運用の契約をしている日本電気株
式会社以外は不可能であるため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

学校教育部教育支援課
（電話：053-457-2406）

52
令和４年度　委託第１８号
中部浄化センター焼却灰処分
業務

太平洋セメント株式会
社　環境事業部

R5.3.15 4,356,000

浜松市に入札参加資格登録されている産業廃
棄物処分業許可証（産業廃棄物の種類：ばい
じん）を有する業者のうち、中部浄化セン
ターの汚泥焼却炉から発生する焼却灰を適正
に処分かつ再資源化するための手法として、
セメント原料化が可能な唯一の登録業者であ
るため。

地方公営企業法施
行令第21条の14第
1項第2号

上下水道部　下水道施設課
(電話：053-441-3631）

53
「どうする家康 浜松 大河ド
ラマ館」プレオープニングセ
レモニー出演者調整業務

株式会社ＮＨＫエン
タープライズ

R5.1.13 1,870,000

 大河ドラマにかかる権利はＮＨＫが所有して
おり、本業務の出演者招聘にあたっては、Ｎ
ＨＫ関連事業者による出演交渉が必要となる
ことから、ＮＨＫの権利物の二次使用を一括
して請け負っている事業者を指名する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）

54
「どうする家康 浜松 大河ド
ラマ館」グランドオープニン
グセレモニー出演者調整業務

株式会社ＮＨＫエン
タープライズ

R5.3.6 1,760,000

 大河ドラマにかかる権利はＮＨＫが所有して
おり、本業務の出演者招聘にあたっては、Ｎ
ＨＫ関連事業者による出演交渉が必要となる
ことから、ＮＨＫの権利物の二次使用を一括
して請け負っている事業者を指名する。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

産業部観光・シティプロモー
ション課
（電話：053-457-2295）
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55
令和４年度マイナンバーカー
ド出張申請サポート業務（商
業施設での実施）

株式会社東海道シグマ
浜松支店

R5.2.10 8,959,500

本業務は、専門的な知識や経験を必要とする
業務であることから、公募型プロポーザル方
式によって、参加者の企画提案能力等を審査
し、当該業者が本業務に最適な者であると判
断したため。

地方自治法施行令
第167条の2第1項
第2号

デジタル・スマートシティ推
進部デジタル・スマートシ
ティ推進課
（電話：053-457-2454）

15 / 15 ページ


